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　芦屋町では、「まちづくりは町民全員が協働してつくるもの」と考え、町政への提
案や意見などをいただく「町長への手紙」と、「ご意見箱」があります。今回は、令
和２年度にいただいた町長への手紙・ご意見箱の中から抜粋して紹介します。
�

△ �

問い合わせ　広報情報係（☎２２３局３５６９）

町長への手紙 ・ ご意見箱

芦屋海浜公園にサイクル
スタンドを設置してほしい

　芦屋海浜公園から波津までの自転車道を
サイクリングしていますが、芦屋海浜公園
のわんぱーく付近で休憩するときにサイク
ルスタンドがないため、自転車を木に立て
かけたり、芝生の上に寝かせたりしていま
す。設置の検討をお願いします。
� （60歳代・男性）

芦屋海浜公園駐車場に
設置しました

　芦屋海浜公園内にはサイクルスタンドが
芦屋町観光協会の前にありますが、わんぱ
ーく付近にはなかったため、わんぱーく横
の駐車場に新たに設置しましたのでご利用
ください。
� （産業観光課）

対応

手紙
バス停に屋根とベンチを
設置してほしい

　商業施設の近くのバス停で、高齢者が買
い物の荷物を持ってバスを待っている姿を
見かけます。これからの季節、雨や日差し
が強くなります。バスの利用者の健康のた
め設置の検討をお願いします。設置されれ
ばバスがより利用しやすくなると思います。
� （40歳代・女性）

手紙

バス停 20カ所に
ベンチを設置しました

　昨年度は 20カ所のバス停にベンチを設置
しました。今年度は８カ所に設置する予定
です。バス停の屋根は歩道に設置できる条
件などがあるため、今後のバス停整備の中
で検討します。
� （環境住宅課）

対応

令和２年度　受付状況
■年代別受付人数

町長への手紙 ご意見箱
受付（人）構成比（％）受付（人）構成比（％）

19歳以下 0 0 0 0
20・30代 3 5.4 6 15.4
40・50代 9 16.4 10 25.6
60 歳以上 21 38.2 6 15.4
不　明 22 40.0 17 43.6
計 55 100.0 39 100.0

■性質別受付件数（１通に複数の内容あり）
町長への手紙 ご意見箱

受付（件）構成比（％）受付（件）構成比（％）
意見・提案 ３ 4.5 17 37.0
要望・苦情 53 79.1 19 41.3
お礼など 11 16.4 10 21.7
計 67 100.0 46 100.0

○�町長への手紙やご意見箱は、町民の皆さんの
声を町政に反映させるためのものです。まち
づくりの提案や意見、日常生活の中で感じて
いることをお寄せください。
　○�町長への手紙やご意見箱は、個人のプライバ
シーや利害にかかわるもの以外は、差出人へ
返事を送ります。できるだけ、名前と住所な
どを記入してください。なお、誹

ひぼうちゅうしょう

謗中傷の類
たぐい

は受け付けません。
　△ 町長への手紙（用紙）の設置場所
　�役場２階企画政策課、町民会館、中央公民館、
山鹿公民館、芦屋東公民館
　△ ご意見箱
　�　町のホームページ（トップページ下部）に
ある「ご意見・ご提案」からお寄せください。
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■芦屋海水浴場を開設します

▽開設期間　７月 10日土～８月 22日日

■はまゆう開花時期

▽とき　７月中旬～８月上旬

▽ところ　夏井ヶ浜はまゆう自生地

■�中止などのお知らせ
　�　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の
ため、イベントなどを中止します。

●�レジャープール「アクアシアン」営業中止

　 ▽ �問い合わせ　レジャープール「アクアシアン」
（☎２２３局３４８１）

●�あしや花火大会中止（７月 24日）
　 ▽ �問い合わせ　あしや花火大会実行委員会
　　（芦屋町観光協会内☎２２１局１００１）、
　　商工観光係（☎２２３局３５４２）

●�あしや精霊流し中止（８月 15日）
　 ▽ �問い合わせ　芦屋町観光協会
　　（☎２２１局１００１）

※�祇園山笠の開催も中止されます（7月中旬）。

外国人の人権

芦屋町人権・同和教育研究協議会

　近年、国際化の影響により学校や職場などさ
まざまな場面で外国人をよく見かけます。各公
共交通機関での多言語表記への対応からも、今
後、ますます日本に入国する外国人は増えてい
くでしょう。その一方で、生活習慣や文化、宗
教などの違いから、外国人をめぐるさまざまな
人権問題が発生しています。
　外国人の人権問題として、実際にアパートや
マンションへの入居を拒否される事例や、公衆
浴場での入浴を拒否される事例が確認されてい
ます。こうした外国人に関する差別的な事例や
問題が発生する背景には、異なる文化や風習を
受け入れられないことや、言葉が通じないこと
から誤解や偏見を抱いていることが要因となっ
ています。
　最近では、特定の民族や国籍の人を国から追
い出そうとする差別的言動、いわゆるヘイトス
ピーチが、社会問題となっています。特にヘイ
トスピーチは、見聞きした人びとに対して、悲
しみや恐怖、不安感や嫌悪感を抱かせるだけで
なく、人としての尊厳を傷つけたり、新たな差
別を生じたりする恐れがあります。そこで、平
成 28 年 6 月 3 日に「本邦外出身者に対する不
当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関
する法律」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」
が施行されました。この法律には、ヘイトスピ
ーチのような「不当な差別的言動」は許されな
いものであると示されています。
　外国人に関する偏見や差別をなくすために、
私たち一人ひとりが外国人のもつ文化や多様性
を受け入れ、理解し、歩み寄ることが大切です。
言葉が通じないから、どうせ分からないと決め
つけ、誤解や偏見を抱くのではなく、分からな
いからこそ知ろう、理解しようと努力してみま
せんか。外国人だからという理由で差別や偏見
に悲しむ人がいる社会では本当の国際社会とは
言えません。国という枠を超えて、誰もが自分
らしく生きられるすてきな国際社会を実現して
いきましょう。

▽ �問い合わせ　社会教育係
　（☎２２３局３５４６）

差別をなくすために  第 433 号

あしやん夏のお知ら
せ


